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I 特 定事業主行動計画策定にあたつて

1 基 本 的な者 え方

わが 国 におけ る急速なり子 イしの進行 は,社 会経済 に深刻か つ多大な 影

響 を及 ぽ すもの であ り,社 会全体で 次代 の社 会 を担 う子 ども を安 bし て

生 み,育 て る こ とがで きる環境 の整 備 に取 り組 む ことが喫 緊の課題 とな

つて しヽま す。

三 次 市 教 育委 員会 は,平 成 15年 7月 に成立 した 次世代育成支援対 策

推進法 を受 け,事 業主 と して の立場か ら,市 町村立 学校職 員給与 負担 法

第 1条 及 び二 次市 臨3き的任用 教 員 に関 す る要綱 第 2条 に規定 す る職 員

(学 校 給 食 (共 同)調 理場 を含 む。以下 「教職 員」としヽ う。)に つ しヽて ,

特定 事 業 主行動 計画 を策定 し,仕 事 と子 育て の両立 を支援 す る取組み を

行 しヽま す。計画の策定 にあた って は,教 職 員 を対象 に した ア ンケ ー ト調

査 を実 施 し,そ の結果 を踏 まえて行な うもの と して います。また,特 定

事 業主 と して 次 世代育成の課 題解決 に向 け,特 段 の取組み を進め て しヽ く

こ とで ,地 i或に波及 する ことを 目指 します。

この計 画 の推進 にあた って は,現 在,子 育て を している教職 員 に限 ら

す,ひ と りひ と りの教職 員が ,子 育て と仕 事 の両立がで きる職 場 づ <り

と教職 員 同 士 が お互 しヽ に協 力 しな が ら職 場 を あ げて 子 育て 中 の 教職 員

を支 援 して しヽ くと しヽ う共通 の理 解 と認 識 を持ち ,職 場 全 体で助 け合 しヽ ,

支 え合 いなが ら取 り組 んで しヽ くことが 重要 とな ります。

な お,数 職 員 を除 <教 育委 員会事 務局職 員等 は,三 次市特定 事業主 行

動計画 ～ す <す <子 育て支援計画～ を適用 します。

2 計 画の期間等

本計画は,平 成 18年 4月 から平成 27年 3月 までの9年 間を計画期

間とします。また,概 ね 3年 ごとに計画の実施状況や効果等を検証 しな

がら見直 しを行います。
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3 改 訂 にあた つて (ア ンケ ー ト結果 の概 要 )

本 計 画 は,2で 述 べた とお り,概 ね 3年 ご とに見 直 しを行 うこ とと し

て しヽ るため ,3年 目の終 わ りにあた る,平 成 21年 2月 か ら計 画の実 施

状況 や効 果等 を検 証 し,平 成 21年 度 には,そ の結 果 を 「三 次市教 育 委

員会 特 定事業 主行動 計画― 改訂 版一 」 と して ま とめ る こ と と しま した。

な お,計 画 の実施状 況や効 果等 の検 証 には,ア ンケ ー トによ る方法 を

と りま した。

(1)ア ンケ ー トの取 り方

今 回 の ア ンケ ー トは,平 成 21年 2月 に実施 しま した。三次市 内 小 ・

中学 校 に勤 務す る県費教職 員及 び市 費教職 員 (休職 者 ,講 師 を除 く)

549名 を対 象 に実 施 し,499名 (90.9%)か ら回答が あ りま した。

(2)主 な質問 につ しヽて ,前 □実 施 (平 成 18年 3月 )し た ア ンケ ー トと

の比 較 は,以 下 の とお りで す。 (数 値 の単位 はパ ーセ ン トで す。)

① なぜ育児休業を使用しなかつたのですか。当てはまるもの全てに○

をつけてくださしヽ。

18年 21年

仕事 にや りが しヽ を感 じて しヽたため 1.6 1.2

職 場 に迷惑 をか けるため 14.2 14.0

業務 が 繁忙で あ ったため 12.2 10.3

勤務 成績 にひび <と 思 つたため 1.6 1.8

復帰 後の職場 や仕事の変化 に文]応 で きな くな る と思 つたため 2.8 3.0

家計 が苦 しくな るため 13.8 14.6

自分 以外 に育 児 を して も らえる人が いたため 31.5 41.8

職 場 が育 児体業 を取 りに <し 雰ヽ 囲 気で あ つたため 1.6 0.6

配 偶 者 や家族か らの反対 が あ つたため 1.6 18

保護 者や地域 の状 況の中 に,取 りに くしヽ雰 囲 気があ つたため 1.8

そ の他 19.1 9.1
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② あなたの年休の使用につしヽて。当てはまるものを選んでください。

18年 21年

繰越 司能 日数 まで は取得 す る 8.5 4.4

繰越 日数 に数 日の余 裕 をみ て,使 用 す る 21.6 22.1

周 囲 の人が 使用 す る程度 に使用 する 15.2 14.6

余程 の こ とがな しヽ限 り使用 しな しヽ 54.7 56.5

無□ 答 2,4

③ 年休を使用することにためらしヽを感じますか。

18年 21年

ため らしヽ を感 じる 76.6 77.6

ため らい を感 じな しヽ 23.4 21.8

無回 答 O.6

④ ためらいを感 じる理由として・当てはまるもの全てに○をつけて<

ださい。

18年 21年

昇格 や査 定 に悪 しヽ影響が あ る 1.6 1,4

み んな に迷惑が かか る と感 じる 47.0 49.9

後で 多忙 にな る 40.7 39.2

上 国 が しヽ しヽ 顔 を しな しヽ 2.1 2.5

職場 の雰 囲 気が使用 しづ らい 4,7 3.6

そ の他 3.9 3.4

⑤ ためらしヽを感じなしヽ理由として,当 てはまるもの全てに○をつけて

くださしヽ。

18年 21年

当然 の権 利で あ る 47.O 47.2

体んで後で仕事に影響を生 じなしヽ 6.6 4,2

休 んで も周 りに迷惑 をか けな しヽか ら 7,3 2.8
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上 国か ら使用 す るよ うに言わ れ る 3,3 2.8

職 場 の雰 囲 気で 年休 を使用 しや す しヽ 28.5 34,O

その他 7,3 9.O

⑥ 休8厳の使用を促進するために取り組むことが必要と思われる事項と

して,当 てはまるもの全てにOを つけて<だ さい。

18年 21年

業 務遂 行体制の工夫 ・見 直 し 30.1 34.1

職 場 の意識 改革 14.4 13.1

年 休 の 計画表 の作成 。実 施 7.7 5.7

職 場 の業務予定 の職 員への早期 周知 7.5 8.5

ゴ ール デ ンウ ィーク期間 ,長 期体 業 8壱に お ける 連続 体3報の 使用促 進 16.6 16.1

家族 の記念 日等や学校行事等への参加 のための使用促進 19.O 17.2

そ の他 4,7 5.3

I 現 状と操題(アンケート結果から)

1 仕 事と子育ての両立

教職員を対象に行 つたアンケー ト調査の回答からは,現 在,子 育てを

してしヽる教職員は,41`9%(51.5%… 18年 3月 調査)と 半数近くの

教職員が子育てと仕事を両立 してしヽます。

育児休業について,取 得促進に必要と思うことや取り組むことが必要

と思われる事項として最も多か つたのは,「育児休業期間中の経済的支

援の拡大」としヽう□答が 26.4%と 最も高く,次 いで 「業務遂行体制の

工夫 ・見直 し」や 「育児休業に対する社会的認識の取組み」,「職場復帰

時の研修等の支援」がそれに続しヽており,収 入の減少としヽう障壁が最も

高いことが伺えますが,制 度の適用に際 しての (対する)職 場における

業務態勢の見直 しや職場の理解 (や社会的支援等)が 必要であることを

示 してしヽます。
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2 年 次有給体暇の使用

年次有給体暇の使用につしヽては,「余程のことがなしヽ限 り使用 しなしヽ」

(56.5%)が 最も多く,使 用にため らしヽを感 じる理由と して 「みんな

に迷惑がかかると感 じる」(49,9%),「 後で多忙になる」(39.2%)が

ほとんどを占めてしヽます。

休暇の使用を促進する取組みとしては,「業務遂行体制の工夫 ・見直

し」(34.1%),「 職員や家族の記念日や学校行事等への参加のための使

用促進」(17.2%),「 ゴールデンウィーク期間,長 期休業時の連続休暇

の使用促進」(16.1%)・ 「職場の意識改革」(13.1%)と な ってしヽます。

休8限の使用を促進 していくためには,よ リー層計画的で効率的な業務

推進などの取組みと合わせて,教 職員相互のサポー ト体制や意識改革,

職場全体で計画的な使用を促進する仕組みづ<り な どが有効であるこ

とが伺えます。

3 ア ンケ ー トを通 して

全体 的 に,数 値その もの にお しヽて は,平 成 18年 3月 に実 施 した ア ン

ケ ー トに比 して顕著 な相違 (変 化 )は あ ま り見受 け られ ませ んで した。

この こ とは,こ の 3年 間 「三 次市教育委 員会 特定 事業主 行動 計画」に

掲 げた 取 組 み が 大 きな 成 果 をあ げて しヽな しヽ こ と に他 な らな しヽ としヽ う こ

とにもな ります。子育て支援 を紙面 上だ けで終 わ らせな いため に,よ り

―層強 力で具体 的な実践が求 め られて しヽます。

I子 育て支援と職鳩環境づくりに向けた取組み

1 妊 娠中及び出産後における配慮

教職員が夕I娠 し,出 産 した場合,様 泉な制度が利用できます。

これ らの制度の認知度につしヽてのアンケー ト項 目は前回も今回もあ

りませんで したが,妊 賑 した教職員本人への制度の周矢Bは当然に重要と

なります。加えて周囲の教職員全員が,そ の制度の必要性を十分に認識

し,母 親となる敦職員が安bし て制度を利用できるよう,職 員の意識の
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醸 成 と職 場環 境 づ く りを電|き続 き進め ます。

制度等 の 一層 の周 知

母性 保 護 ・健 康 管理 の観 点 か ら設 け られ て しヽ る特別休 暇制度 は も

とよ り,育 児 体 業 の 使用 促 進 の ため に要望 の多 しヽ出産 費用 の結 付,

育 児休業 中の共 済 制 度 等 の経済 的支援 につ いて,ま た ,子 ども出生

晴 に お け る父 親 の 体 8撰や 子 ど もの香 護 の た め の 体 暇 の 制 度 や そ の

使用 につ いて 一 層 の周知 ,促 進 を図 ります。

勤務等 の配 慮

妊娠 中 の教職 員 につ しヽて は,健 康や安全 に配 慮す る観 点か ら,状

況 に応 じて,業 務 分担 や校 務劣掌 に適切 な配慮 を行 うと ともに,本

人 の喬望 に応 じ,超 過 勤 務 を原則命 じな い こ とと します。中学校 女

性 教員の体育 担 当者が 妊 娠 を申 し出た場合 には,代 員等 の配置 につ

しヽて 31き続 き配 慮 しま す。

職 場内研 修 の推 進

子育て 支 援制度 等 につ いて,職 員の意識 の醸成 と職場 環境 づ く り

を進め るため ,職 場 内 の研 1多等 を一層 推進 します。

2 男 性教職員の育児体業の使用促進

育児休業につしヽては,男 性数職員も女性教職員も同様に使用すること

ができますが,三 次市においても男性の使用は進んでしヽません。子育て

に関 しても男女共同参画が課題となつています。父親となる男性教職員

が,積 極的に子育てに関わることにより,妻 や子どもとの8き間を大切に

し,親 子の絆を実感 し,夫 ・父親としての役割を十のに果たすことがで

きるよう取組みを進めます。

(1)育 児休業の使用促進

育児休業等の制度及び育児休業中の給付等経済的支援の周知を

図るとともに,隊 要に応 じて業務の応援体制が整えられるよう配慮

します。

(2)

(3)
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国が掲げる育児休業使用率の社会全体の目標値が,男 性 10%,

女性が 80%で あることを踏まえ,特 に男性教職員の育児休業等の

取得促進について,職 場の風土改革,子 育て支援への意識改革を図

ります。

3 子 育て 支援 に向 けた 環境 づ く りの 推進

子 どもを健 やか に生み 育てて しヽ く環境 づ く りには,家 庭で過 ごすB等間

や子どもとのスキンシップ,コ ミュニケーションの機会を多<持 つこと

が大切です。職員ひとりひとりが,家 庭で過ごすことの重要性への認識

を深め,仕 事と子育ての両立ができる取組みが求められることは勿論で

すが,子 育ては,当 事者だけの取組みではなく職場をあげての協力体制

が必要なことは,ア ンケー ト結果からも見て取れます。

このため, 2の (1)でも述べたとおり,子 育て支援への意識改革を図

るとともに,B書間外勤務の縮滅や年次有給休暇の計画的使用の促進など

については,紙面だけの子育て支援でな<,それが実践できる職場の環境

づ<り を進めます。                    ,

(1)Bき間外勤務の縮減等

時間外勤務につしヽて,今 回のアンケー トでは,平 成 18年 に比 し

て 50.5%が 時間外勤務が増えたと回答 しています。Bき間外勤務

の縮減は,こ の特定事業主行動計画を 「絵にi苗いた餅」に終わらせ

ないためにも喫緊の課題です。時間外勤務の削減に向けた業務や手

法を見直すことによる効率化や教職員の意識向上などに一層取組み

ます。

① 小 学校就学始期に達するまでの子 どもを持つ教職員の深夜勤務

の制限制度をヨ|き続き徹底 します。

② 管 理職は,数 職員の退校時刻を管理するとともに,教 職員への指

導を行しヽます。

③ 業 務や手法の見直 しなどの効率化を徹底するとともに,一部の教

職員に負担がかからなしヽよう業務劣担の適正を図ります。
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④ 週 に一度は,一 斉退校日を設定し,校 内掲示板等により注意喚起

を図り,実 践できるよう指導 します。

③ 管 理職の巡回指導等により的確なf旨示を行しヽ9教職員が退校 しや

すしヽ職場全体の雰囲気づくりに努めるとともに,早期退校の習慣化

に努めるよう指導します。

(2)年 次 有給 休 8霞の計 画的使用 の促進

年 次有給体8限使用 状 況 は,「 i曽えた」が 16.5%と しヽ う状況 にあ り

ま すが,反対 に,「減 った」が 15.6%,「 あ ま り変 わ らな い」が 60.3%,

で ,実 に 75。 9%で ,年 次 有給体暇の使用 が 進んで しヽません。

業 務 の計画的な 遂行,応 援 態勢 の整備等 につ しヽて ,具 体 的な対策

を講 じる とともに,職 員が年 次有給休 B駁を使用 しや す しヽ環境づ <り

に喜|き続 き取 り組み ます。

体暇使用 にあた つて は,本 人の休 8限使用 ばか りで はな く,周 囲の

人 の体 8限使用 をサ ポ ー トす るな ど,職 場全 体 で 年 次有給休暇の計画

的な使用 促進 と連続 体 8限を取 得 しやす い職 場 環 境 づ く りを進め,年

休 を使用 するこ とにため らしヽ を感 じる 77.6%の 職 員の意識醸成

に職 場 を挙げて努め ま す。

① 教 職員が安bし て年次有給体暇を使用できるよう,職 場内でお亘

しヽに応援しあえる職場環境づくりを進めます。

② 子 どもの健康診断や予防接種,授 業参観など,年 次有給休暇の効

果的な使用促進を図ります。

③ 教 職員一人一人に年間の年次有給休8駁取得目標日数を設定させ,

その確実な実行を図るとともに,教 職員 1人 当たりの年次有給体暇

年間取得日数の目標値を平成 21年 末までに平均 13日 以上と設

定 します。(平成 18年 収平均 12.8日,平 成 19年 民平均 10.1日,平

成20年ょf「均11・2甲)
④ 校 長会等を通 じて,定 期的に年次萄給休暇の取得促進を徹底させ

るとともに,年 次有給休暇の取得状況を把握させ,計 画的な年次有

給休8鼓の取得促進に努めます。
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4 育 児休業を使用 している教職員への支援

(1)育 児休業中の支援

① 育 児休業中の教職員に対 し,広 報紙や必要な通知文書,会 議資料

等を送付するなど情報提供を行うことで,体 業中の職務に関する不

安解消に役立て,子 育てに専念できる環境づ<り に31き続き努めま

す。

② 関 係機関等と連携 し,育 児に関する不安等への相談や情報提供に

努めます。

(2)職 場復帰における支援

職場復帰時におしヽては,育 児休業期間中の担当業務の経過や進捗

状況,体 業期間中の服務や勤務条件の改正点などを周知するととも

に,仕 事と子育てとの両立が安|いしてできるよう,業 務の担や校務

分掌などに配慮するなど,職 場全体で支援するよう指導 します。

5 地 i或の子 育 て活動 への貢 献

地 域 の 子 どもが 参加 す る行 事 や 子 育 て 等 に係 る活 動 に教職 員 が 積 極

的 に参 加で き るよ う組織 的な取組み を進め る とともに,職 員の意識 の醸

成 に SIき続 き取 り組み ます。

Wお わりに

これ まで の取 組み を検 証 し,今 後の改善 に向 けて の力 策 と して,特 定

事業 主 行動計 画 のモデル校 を設置 して,職 場 をあ げての子 育て支援 に重

点 的 に取 り組 み ます。また,そ の進捗状 況 を把握 する と とも に,検 証 を

進め ま す。

そ の上で ,仕 事 と子 育て の両立 を支援 す る取 組み の更な る充実のため,

本 計画 の見 直 しを今後 も進め ます。
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